
防府市中小企業経営環境改善対策資金融資要綱 

平成２３年４月１日施行 

（目的） 

第１条 この要綱は、災害等突発的な事態の生起又は社会的、経済環境の急激

的な変化により取引先の倒産、業況の悪化、取引金融機関の経営の相当程度

の合理化等により経営の安定に支障を生じているが、その業況が回復するこ

とが見込まれる防府市内の中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第

１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者及び中小企業信用保険法（昭

和２５年法律第２６４号）第２条第１項第６号に規定する中小企業者をいう。

以下同じ。）に必要な資金を融資することにより経営基盤の安定を図り、

もって本市産業の振興発展に寄与することを目的とする。 

（融資対象者） 

第２条 融資の対象となる者は、次の要件を備える者でなければならない。 

（１） 市内に主たる事業所を有し、かつ引き続き同一事業を１年以上営んで

いる者 

(２) 個人にあっては、防府市に住所を有する者 

(３) 事業計画が適正であり、おおむね３年以内に業績の回復が見込まれ貸 

付金の返済能力が認められる者 

(４) 市税等を完納している者 

(５) 中小企業信用保険法第２条第５項の規定に基づく特定中小企業者若し

くは第６項の規定に基づく特例中小企業者として市長の認定を受けた者又

は被災後の事業再建を行おうとする者であって、当該災害による被害の内

容、被害金額その他必要と認める事項について市長の証明を受けた者 

（融資金の使途） 

第３条 融資金の使途は、運転資金、設備資金及び運転資金と設備資金の併用

とする。ただし、前条第５号に規定する罹災証明書による融資金の使途は、

運転資金と設備資金を合計した額が５０万円以上の事業再建に必要な資金と

する。 

２ 前項に規定する事業再建に必要な資金とは、次の各号のいずれかに該当す

る資金をいう。 



(１) 災害により損壊した事業建物や機械設備等の復旧に必要な資金 

(２) 停電等により商品価値を失った商品在庫に相当する資金 

(３) 廃材、がれき等の撤去費用、廃棄商品等の処分費 

(４) その他被災前の事業状態への機能回復のため直接必要な資金 

（融資条件） 

第４条 融資の条件は、次のとおりとする。 

(１) 融資限度額 

イ 運転資金の場合 １企業１，５００万円 

ロ 設備資金の場合 １企業１，５００万円 

ハ 運転資金と設備資金併用の場合 １企業１，５００万円 

(２) 融資利率  年１．４％ 

(３) 保証料率  山口県保証協会所定の率とする 

 (４) 償還期間 

イ 運転資金 ５年以内 

ロ 設備資金 ７年以内 

ハ 運転資金と設備資金の併用 ７年以内 

(５) 返済方法 

イ 月賦償還を原則とする。 

ロ 前号に掲げるすべての資金は、１２月以内の据置期間を置くことが

できる。 

(６) 連帯保証人 

   原則として、法人の代表者以外は不要とする。ただし、保証料率の上乗 

  せによる経営者保証の代替手法を活用する場合、連帯保証人は不要とする。 

(７) 担保 

原則として徴しない。 

  (８) 融資方法 

イ 償還期限１年未満手形貸付け 

ロ 償還期限１年以上証書貸付け 

(９) 指定金融機関 

イ 東山口信用金庫本店及び防府市内各支店 



ロ 山口銀行防府市内各支店 

ハ 西京銀行防府市内各支店 

ニ 広島銀行防府市内各支店及びビジネスコンサルセンター 

ホ もみじ銀行防府市内各支店 

ヘ 萩山口信用金庫防府市内各支店 

（申込手続） 

第５条 融資を受けようとする者は、防府市振興資金融資申込書（第１号様

式）を防府商工会議所（以下「会議所」という。）に提出しなければならな

い。 

２ 融資申込みの時期は、随時とする。 

（融資の審査） 

第６条 会議所は、融資の適正を期するため、融資審査会（以下「審査会」と

いう。）を設けなければならない。 

２ 会議所は、審査会の組織及び運営に関する事項を定めようとするときは、

あらかじめ市長の承認を得なければならない。これを変更しようとするとき

も同様とする。 

（融資の決定） 

第７条 融資の決定は、審査会の審査を経て行うものとする。 

２ 会議所は、前項の審査に必要な資料を作成し、審査会に提出するものとす

る。 

３ 会議所は、緊急その他特別な理由により審査会の審査を経て融資の決定を

するいとまがないと認めるときは、第１項の規定にかかわらず山口県信用保

証協会（以下「保証協会」という。）、市及び取扱金融機関と協議して融資

をすることができる。この場合、次期審査会にその旨報告するものとする。 

（報告） 

第８条 削除 

（保証料補給） 

第９条 市は、予算の範囲内において保証料を保証協会に対して補給するもの

とする。 

（原資預託等） 



第１０条 市は、この制度の円滑な運用を図るため、毎年度予算の範囲内にお

いて会議所に対し融資に係る原資を無利子で預託するものとし、取扱金融機

関は当該預託額の２．５倍以上の額の融資残高を保有するよう努めなければ

ならない。 

２ 前項に規定する預託は、前年度の２月末現在の当該資金の融資残高をもと

に会議所との協議により定めたうえ預託契約を結び実施するものとし、毎年

度３月３１日に回収する。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則  

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１１月２６日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に融資の決定をした資金については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

この要綱は、平成２５年９月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に融資を決定した資金については、なお従前の例による。 

  附 則 

１ この要綱は、令和２年３月１３日から施行する。 

２ この要綱の施行前に融資を決定した資金については、なお従前の例による。 

  附 則 



 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年６月２９日から施行する。 

２ この要綱の施行前に融資を決定した資金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年３月１５日から施行する。 

２ この要綱の施行前に融資を決定した資金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に融資を決定した資金については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第１号様式） 

防 府 市 振 興 資 金 融 資 申 込 書 

防府商工会議所 御中 

  年  月  日 

申込人住所 

（個人は自宅）            

フリガナ 

氏名                 

事業所名               

℡ （   ）            

 

 

 

 

 

 

 

申 込 金 額 
        

円 

 
添 付 書 類      

（申込みに必要な基本的な添付書

類）全て１部 

個人 法人 
新＝初めて利用される

方 

新 既 新 既 
既＝今まで利用された

ことのある方 

 

セ
ッ
ト
書
類 

個人情報同意書（２種類） ○ ○ ○ ○ 保証協会用 

信用保証委託契約書 ○ ○ ○ ○  

信用保証委託申込書 ○ ○ ○ ○  

申込人（企業）概要 ○ △ ○ △ 
△前回と同様であれば

「前回と同様」と記入 

信用保証依頼書 ○ ○ ○ ○  

印鑑証明書（３ヶ月以内） ○ ○ ○ ○ 
原本は金融機関 

コピーは会議所 

本制度申込みにあたり、ご提供いただく情報は、経営改善に係わる相談・

指導・斡旋及び、当所からの各種連絡・情報提供のために利用致します。 

 つきましては、裏面の個人情報の利用目的にご同意のうえ、本申込書への

ご記入をお願いします。 

 



確定申告書Ｂ 〇 〇 〇 〇 
個人のみ 

決算書（３期分） ○ ○ ○ ○ 

個人で不動産収入があ

る場合は不動産の決算

書も要 

勘定科目内訳明細書 × × 〇 〇 
法人のみ 

メール詳細 〇 〇 〇 〇 
電子送信のため税務署

の収受印が無い時のみ 

承諾書 ○ ○ ○ ○ 
 

個人情報同意書（上記同意書と別

に２種類） 
○ ○ ○ ○ 

関係機関用・会議所金

融機関用 

同意書 〇 × 〇 × 
保証協会の利用が初め

ての方 

保証料補給金の返還に関する誓約

書 
○ ○ ○ ○ 

保証料補給の無い制度

の場合は不要 

最近の試算表 〇 〇 ○ ○ 

決算期から 6ヶ月以上

経過の場合(聞き取り

でも可) 

取引状況表 × 〇 × 〇 
「新」の方でも他制度

で借入があれば要 

商業登記簿謄本 × × ○ △ 
△「既」の方でも変更

があった場合必要。前

回申込み時から住所変

更や住居表示変更等の

場合、株式会社は５年

毎更新後の謄本が必要 

会社の定款（法人） × × ○ △ 

住民票（個人） ○ △ × × 

許認可証等の写し ○ △ ○ △ △更新後必要 

防府商工会議所の推薦状 ○ 〇 ○ 〇 

事業承継サポート資

金・中心市街地活性化

リノベーション資金の

申込の場合 

受注工事明細表 〇 〇 〇 〇 
建設業、測量業、設計

業のみ 

宣誓書 〇 〇 〇 〇 
飲食業のみ 

見積書等 〇 〇 〇 〇 
設備資金での申込時の

み 

中小企業信用保険法認定書又は罹

災証明 
〇 〇 〇 〇 

経営改善対策資金利用

の場合のみ 

事業承継計画書 〇 〇 〇 〇 
事業承継サポート資金

利用の場合のみ 



開業計画書 〇 × 〇 × 
新規開業資金利用の場

合のみ 

個人事業の開業届出書（写） 〇 × 〇 × 
新規開業資金利用の場

合のみ 

○機械車両等購入、新築、改装の場合 → 見積書（写） 

 ※特に、車両購入の場合は購入後に車検証の写しを申込機関に提出のこと 

○建物の建築、不動産売買の場合   → 契約書（写） 現場の図面 

○借地に建物を建築する場合     → 地主の承諾書 

○借家の店舗改装の場合       → 家主の承諾書 

申込みができる方 

①市内に主たる事業所を有し、引き続き事業を営んでいるもの（一般資金は

６ヶ月以上、経営改善対策資金は１年以上 等） 

②新規開業資金については、貸付実行日から１ヶ月以内（法人にあっては、

２ヶ月以内）に開業する具体的な計画がある者又は申込み時点において開業

後６箇月未満（中心市街地（防府市中心市街地活性化基本計画に定める区

域）にあっては、開業後１年未満）のもの 

③信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること 

④許認可を必要とする業種は、許認可後とする 

⑤市税等を完納しているもの 

（市県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保

険料等） 

⑥保証協会等との関係で現に事故（求債権行使中・延滞中）がないもの 

⑦事業計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められるもの 

※その他、設備の内容、資金調達、返済方法、返済計画等についてお尋ねし

ます。 

※金融機関は、山口銀行・東山口信用金庫・西京銀行・広島銀行・もみじ銀

行・萩山口信用金庫の市内本店・各支店のみご利用できます。 

 ※保証人が市外の場合は、申込み時に保証人の資産証明（固定資産台帳の写

し等）、所得証明（源泉徴収票の写し）が必要です。（保証人が住んで

おられる市町村の課税等） 

 

 

 



 

個人情報の提供に関する同意書 

 

防府市振興資金の申込みにあたり、私に関する個人情報を以下に掲げる利

用目的のため、防府商工会議所に対して提供することについて同意致しま

す。 

 

①氏名・住所・連絡先・家族に関する情報、決算・税務申告に関する情報、

保証委託申込書ならびに申込み時及び申込み後提出する書類に記載された

全ての情報 

②取扱商品・サービス内容・取引先等、経営内容に関する情報 

③預金残高情報（過去のものを含む） 

④融資残高・返済状況等、与信取引内容に関する情報（過去のものを含む） 

⑤与信審査・条件変更審査内容に関する情報 

⑥借入期間・金利・弁済額・弁済日等、本取引に関する情報 

⑦延滞状況を含む取引の弁済に関する情報 

⑧期限の利益喪失・法的整理・手形不渡等、事故発生に関する情報 

⑨所有資産・与信取引状況等、返済能力に関する情報 

 

 

 

 


